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被災地において服薬中断が疑われる精神障害者への対応について 
 
 
 
 被災地においては、薬物治療を受けていた精神障害者の中に、かかりつけ

の医療機関が被災している、医薬品が不足している、交通手段が遮断されて

おり通院治療を継続することが困難である等の理由で、服薬中断の状態を余

儀なくされている人が少なからずいることが考えられます。そうした人たち

が治療なしで過ごした場合、多くは数週間で症状の悪化をきたす可能性があ

り、場合によっては、本人にとって、避難所又は在宅での生活に困難が生じ

ることが予想されます。 
 
 こうした観点から、貴課におかれましては、管下の医療機関、医療支援を

行う医療チーム、避難所で支援に携わる保健師チーム等関係者に対し、次の

点にできるだけ留意していただくよう、周知をお願いいたします。 
○ 精神疾患患者や、精神疾患であることが疑われる人に対しては、「お薬は

飲まれていますか」等の声かけを行うなど、現在の服薬状況について確認す

ること。 
○ 医療中断の状況にある人を把握した場合には、かかりつけの精神科医療機

関その他の専門医療機関にかかることを勧めたり、「心のケアチーム」につな

いだりする等、適切な治療につながるようにすること。 
○ 背景として医薬品の不足が切迫している状況にあることが分かった場合、

貴自治体内の担当部署に状況を伝達すること。 
 



 なお、管下の医療機関、医療支援を行う医療チーム、避難所で支援に携わ

る保健師チーム等関係者が、服薬中断が疑われる方を適切に「心のケアチー

ム」につなぐことができるよう、同チームの活動について、関係部署や関係

機関と情報共有を図っていただきますよう、改めてお願いいたします。 
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